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指
定
金
融
機
関
が
交
替
に
な
り
ま
す

問 

伊
奈
庁
舎
会
計
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

お知らせ

　

市
で
は
、
市
の
公
金
収
納
お
よ
び

支
払
業
務
を
取
り
扱
う
た
め
の
、
指

定
金
融
機
関
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
指
定
金
融
機
関
は
、
常
陽
銀

行
と
筑
波
銀
行
が
２
年
交
替
で
行
っ

て
お
り
、
４
月
１
日
㈪
か
ら
常
陽
銀

行
が
業
務
を
担
当
し
ま
す
。

　

な
お
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
納
め
て

い
た
だ
く
市
税
や
使
用
料
な
ど
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
と

変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

※
指
定
金
融
機
関
は
、
市
役
所
両
庁

舎
内
に
派
出
所
を
設
け
て
い
ま
す
。

派
出
所
で
は
、
市
の
公
金
の
収
納
を

行
い
ま
す
が
、
県
や
国
の
公
金
な
ど

は
取
り
扱
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。 複

式
学
級
解
消
に
関
す
る
計
画
を
策
定

問 
教
育
委
員
会
適
正
配
置
推
進
室　
☎
58
‐
２
１
１
１

お知らせ

　

教
育
委
員
会
で
は
、
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
よ
り
良
い
教
育
環
境
の
整

備
・
充
実
の
た
め
に
、
適
正
配
置
計

画
の
再
検
討
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、「（
仮
称
）
つ
く
ば

み
ら
い
市
義
務
教
育
施
設
適
正
配

置
再
検
討
計
画
の
一
部
計
画
（
既

に
複
式
学
級
が
発
生
し
て
い
る
学

校
に
関
す
る
計
画
）」
を
策
定
し
ま

し
た
。

　

な
お
、
適
正
配
置
再
検
討
の
全
体

計
画
に
あ
た
る
「（
仮
称
）
つ
く
ば

み
ら
い
市
義
務
教
育
施
設
適
正
配
置

再
検
討
計
画
（
案
）」
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
審
議
会
に
お
い
て
審
議
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

策
定
し
た
計
画
の
詳
細
や
統
合
対

象
校
の
統
合
準
備
に
関
す
る
実
施
状

況
な
ど
、
適
正
配
置
に
関
す
る
情
報

は
、
随
時
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
き
ま
す
。

就
学
援
助
制
度
を
ご
存
知
で
す
か

問 

教
育
委
員
会
教
育
指
導
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

手続き・申請

経
済
的
な
理
由
で
就
学
困
難
な

家
庭
に
援
助
す
る
制
度
で
す

　

市
で
は
、
小
中
学
生
の
保
護
者
の

方
で
、
経
済
的
な
理
由
で
就
学
が
困

難
な
方
に
対
し
、
学
校
で
必
要
な
費

用
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。
希

望
す
る
方
は
、
学
校
ま
た
は
教
育
指

導
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者
＝
市
税
に
滞
納
が
な
く
、

　
次
の
①
～
③
に
あ
て
は
ま
る
方
な
ど

①
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
中
の
方

②
市
・
県
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
世

　

帯
の
方

世帯構成 所得基準
（持ち家あり）

所得基準額
（持ち家なし）

小学生、母 165 万円 238 万円

小学生２人、父、母 280 万円 350 万円

小学生、父、母、祖母 267 万円 338 万円

■（参考）平成 30 年度認定基準表

※世帯の構成人数や年齢などにより基準は異な
るので、表はあくまでも目安の金額です。

③
世
帯
全
員
の
所
得
合
計
額
が
基
準

　

以
下
の
方
（
表
参
照
）

▼
援
助
の
内
容
＝
学
用
品
費
、
通
学

　

用
品
費
、
新
入
学
学
用
品
費
、
校

　

外
活
動
費
、
修
学
旅
行
費
、
医
療

　

費
、
給
食
費

※
申
請
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
申
請
方
法
＝
制
度
の
ご
案
内
と
申

　

請
書
類
は
各
学
校
で
配
布
し
て
い

　

ま
す
。
必
要
書
類
に
記
入
・
押
印

　

の
上
、
お
子
さ
ん
の
在
学
す
る
学

　

校
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
年
金
受
給
】
氏
名
変
更
時
は
届
け
出
を

問 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

手続き・申請

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

　

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
が
、
結

婚
な
ど
に
よ
り
氏
名
を
変
更
し
た
時

は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
氏
名
変

更
の
お
知
ら
せ
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。

こ
の
お
知
ら
せ
が
届
い
た
ら
、
変
更

後
の
氏
名
が
載
っ
た
年
金
証
書
へ
の

交
換
や
年
金
振
込
先
金
融
機
関
の
口

座
名
義
の
変
更
な
ど
、
必
要
な
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

年
金
に
関
わ
る
こ
れ
ま
で
の
手
続

き
の
中
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載

す
る
な
ど
、
日
本
年
金
機
構
で
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
収
録
（
登
録
）
さ
れ
て

い
る
方
は
、
住
民
基
本
台
帳
の
情
報

を
基
に
年
金
受
給
者
の
方
の
氏
名
変

更
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
届
出
は
原

則
不
要
と
な
り
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
未
収
録
と
な
っ
て
い
る
方
や
、
海

外
居
住
な
ど
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
指

定
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
氏
名
変
更

届
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

収
録
状
況
は
、「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」

か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
土
浦
年
金
事
務
所
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

土
浦
年
金
事
務
所　
☎
０
２
９
‐

８
２
５
‐
１
１
７
０

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
窓
口
が
県
か
ら
市
に

問 

伊
奈
庁
舎
地
域
推
進
課　
☎
58
‐
２
１
１
１

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
）
設
立
の
認
証
業
務
を
は
じ
め

と
し
た
各
種
の
手
続
き
は
、
こ
れ
ま

で
茨
城
県
が
窓
口
と
な
っ
て
行
っ
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
４
月
か
ら
は
そ

の
業
務
を
市
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
（
権
限
移
譲
）。

　

今
後
は
、
本
市
に
事
務
所
を
置
く

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
事
務
の
取
扱
い
窓
口

が
変
更
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▼
権
限
移
譲
の
時
期
＝
4
月
1
日
㈪

▼
権
限
移
譲
さ
れ
る
主
な
業
務

〇
法
人
設
立
認
証
の
申
請

〇
定
款
変
更
の
認
証

〇
役
員
変
更
の
届
出

〇
事
業
報
告
書
な
ど
の
提
出

〇
設
立
認
証
の
取
消　

な
ど

▼
権
限
委
譲
後
の
窓
口
＝
地
域
推
進

　

課
（
伊
奈
庁
舎
３
階
）

手続き・申請


